
足立区防犯設計タウン認定要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、足立区防犯設計ガイドライン（平成２３年４月１日付 ２３足都企発

第５号）に定める足立区防犯設計タウン認定制度について、認定の手続き、認定基準、認

定委員会の設置等を定め、制度の適切な運営に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語は、次の各号に定めるところによる。 

 （１） 足立区防犯設計タウンとは、足立区防犯設計ガイドラインに基づき、一定の防犯

性を有すると認められた宅地開発をいう。 

 （２） 環境整備基準とは、足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例（平成２４年

足立区条例第４３号）第２０条第１項の規定に基づく開発等の整備基準をいう。 

（３） 宅地開発事業とは、足立区宅地開発事業調整条例（令和元年足立区条例第１０号） 

第２条第５号に定める事業をいう。ただし、当該宅地開発事業が大規模等で、工区、販 

売区画等を設けて分譲される等、建築物が段階的に引渡される場合は、工区等ごとに個 

別の宅地開発事業とすることができる。 

（４） 防犯専門アドバイザーとは、足立区防犯専門アドバイザー設置要綱（２２足総危 

発第７７号 平成２２年４月２０日付危機管理室長決定）第２条に定める防犯専門アド 

バイザー。 

（認定委員会） 

第３条 認定委員会は、第７条及び第９条に規定する審査に当たるため設置する。 

２ 認定委員会の会長は、危機管理部長とする。 

３ 認定委員会は、別表１に掲げるもの、及び会長が必要と認めるものによって構成された

組織をいう。 

４ 認定委員会は、審査に際し、防犯専門アドバイザー、警察署等の意見を求めることがで

きる。この場合において、警察署等の意見を求める場合の依頼先は、別表２に掲げる者と

する。 

５ 会長は、審査の結果を区長に、報告する。 

（申請） 

第４条 足立区防犯設計タウンの認定の申請は、次の各号のいずれかに定める者（以下「申

請者」という。）は区長に行うことができる。 

（１）宅地開発事業を実施する者 

（２）その他区長が特に認めた者 

２ 前項に規定するもののほか、事業が完了している宅地開発地で関係住民の合意が形成さ

れている場合は、当該関係住民の代表者が認定の申請を行うことができるものとする。 

（申請時期） 

第５条 前条第１項の申請は、足立区宅地開発事業調整条例第９条第１項の通知後又は都市

計画法第２９条の開発行為の許可後から、当該宅地開発事業に伴って建設された建築物の



住民（買主）への引き渡し開始時までの間に行うものとする。 

（認定基準） 

第６条 防犯設計タウンとして認定するための基準は、別表３に定める。 

（審査結果の通知及び呼称の使用） 

第７条 区長は、第４条に規定する申請があったときは、第３条に規定する認定委員会の審

査に付し、その結果を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の場合で、申請の内容が基準に適合する旨の通知を受けた申請者は、『足立区防犯設

計タウン認定取得予定』である旨を販売資料等に表記することができるものとする。 

（足立区防犯設計タウンの認定及び呼称、認定マークの使用） 

第８条 区長は、第７条２項の基準に適合する旨の通知を受けた建築物等が竣工した場合は、

検査を行い基準に適合する旨のとおり整備されたものについては、認定書を交付するもの

とする。 

２ 申請者及び居住者は、前項の認定書の交付を受けた宅地開発事業について、足立区防犯

設計タウン認定制度に適合した宅地開発事業である旨の表記及び認定マークを使用するこ

とができるものとする。 

３ 申請者が第４条第２項に該当する場合は、第１項の検査は各住戸の改修工事等について

行なうものとする。 

（申請の変更） 

第９条 第７条２項の基準に適合する旨の通知を受けた申請者は次の各号に該当する場合、

再審査を受けなければならない。 

（１）申請の内容を修正する必要が生じた場合 

（２）認定を行なうことに不適切な行為等があった場合 

２ 前項の再審査については、第６条の規定を準用するものとする。 

 （取下げ、取止め届） 

第１０条 申請者は、第５条の申請から第７条２項の申請の内容が基準に適合する旨の通知

を受けるまでのあいだに、申請を取り下げる場合は取下げ届、第７条２項の申請の内容が

基準に適合する旨を受けてから第８条１項に該当するまでのあいだに、認定を取り止める

場合は取止め届を区長に提出するものとする。 

（事務局等） 

第１１条 認定委員会の事務局は、危機管理部危機管理課に置く。 

２ 区長は、足立区防犯設計タウン認定制度の運営について、防犯専門アドバイザーに助言

を求めることができる。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

付 則（２３足都企発第１０９９号 平成２３年９月３０日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

付 則（２４足都企発第７２７号 平成２４年６月２９日 都市建設部長決定） 

この要綱は、決定の日から施行する。 



付 則（２４足都企発第２５７９号 平成２５年３月８日 都市建設部長決定） 

この要綱は、決定の日から施行する。 

付 則（２６足都企発第６６３号 平成２６年７月３日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成２６年７月８日から施行する。 

付 則（２９足都ま発第１４９５号 平成３０年１月２２日 都市建設部長決定） 

この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。 

 付 則（３１足都ま発第１８３号 平成３１年４月２３日 都市建設部長決定） 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 付 則（３１足都ま発第１３０５号 平成３１年９月２７日 都市建設部市街地整備

室長決定） 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

付 則（３足都ま発第２８４４号 令和４年３月３１日 都市建設部市街地整備室長

決定） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



別表１（第３条関係） 

認定委員会名簿 

 

【認定委員】 

1 危機管理部長 

2 地域のちから推進部長 

3 都市建設部長 

4 都市建設部建築室長 

 

 

 

別表２（第３条関係） 

 

【警察署等】 

1 申請地を所轄する警察署長 

 



 

別表３ （第６条関係） 

防犯環境を良好に維持するための基準  

基準の対象・ 
運用の主体 

基準の内容 

開発規模ごとに適用する基準 *5 
必要な基準項目数 
（適用項目を選択） 

 

ⅰ 
500 ～ 
999 ㎡ 

ⅱ 
1000～
2999 ㎡ 

ⅲ 
3,000 ㎡

～ 

 

Ａ 
住民団体 

町会・自治会への加入、住民団体の設立 ● ● ● 必須  

ルール化の方策（下記ｱ～ｳの該当するものに○を付す。） 
ｱ､任意協定 地区計画（ｲ､既存・ｳ､新規） 

● ● ● 
必須 

（事業者・住民同士で定めた協定のこ
と）  

 

Ｂ 
地区の防犯設
計基準  
～ みんなで
やる～*３ 

①  コモンスペース等の維持･管理 □ □ □ 

左記の項目から以下の基準に適用するよ
うそれぞれ選択する 
 
ⅰ：○いずれか 2 項目以上 
 
ⅱ：○いずれか 3 項目以上 
 
ⅲ：○いずれか 6 項目以上  

 

②  道路、公園等の清掃・門掃き、美化活動の実施 □ □ □  

③   フラワー・グリーンライン（道路に面する敷地の部分）・花
壇、フラワーポットの配置・管理 *1 

□ □ □  

④  地区内の自主パトロール □ □ □  

⑤  コモンスペース等への防犯カメラの設置 *2 □ □ □  

⑥  ゴミ集積場所のふた付きタイプ等非開放型の設置（かご型に限
る。） 

□ □ □  

⑦  夜間点灯（照明の点灯運動等） □ □ □  

⑧ 登・下校や小学校等の行事に合わせた子どもの見守り □ □ □  

⑨ 独自に工夫した基準 □ □ □  

小計 2/9 3/9 6/9   

C  
各戸の防犯設
計基準 
～ 各自がや
る ～ 

①  室内からの見通しを確保した居室の配置 □ □ □ 

左記の項目から以下の基準に適用するよ
うそれぞれ選択する 
 
ⅰ：○いずれか 8 項目以上 
 
ⅱ：○いずれか 8 項目以上 
 
ⅲ：○いずれか 9 項目以上 

 

②  ワンドアツーロック、オートロックの採用 □ □ □  

③  １階窓への防犯建物部品等の使用 □ □ □  

④  自動点灯機能付き 門灯、玄関灯の設置 □ □ □  

⑤  録画機能付きインターホーンの設置 □ □ □  

⑥  敷地内を撮影する防犯カメラの設置 □ □ □  

⑦  常夜灯又はセンサーライトの設置 □ □ □  

⑧  配管、雨樋、室外機等上階への足掛かりとならない工夫 □ □ □  

⑨  庭や通路の砂利敷き □ □ □  

⑩  外構の見通し確保 
 （一定の高さ以下のブロック塀・生垣等） 

□ □ □ 

 

 

⑪ 自転車盗難への対策 □ □ □ 
 

⑫ 独自に工夫した基準 □ □ □ 

小計 8/12 8/12 9/12   

Ｒ 
道路に関する
防犯設計基準 
 *4 

① 隅切りの確保（視認性の確保） □ □ □ 

左記の項目から以下の基準に適用するよ
うそれぞれ選択する 
 
ⅰ：○いずれか 2 項目以上 
 
ⅱ：○いずれか 3 項目以上 
 
ⅲ：○いずれか 4 項目以上 

 

②  歩車道分離施設の設置（バイク等によるひったくり防止） □ □ □  

③  歩行者道（緑道等）の適正な配置と環境整備 □ □ □  

④  狭窄部、シケイン、イメージハンプの設置 □ □ □  

⑤  照度の確保（LED の採用） □ □ □  

⑥  防犯カメラの設置 *2 □ □ □  

小計 2/6 3/6 4/6   

Ｐ 
公園に関する
防犯設計基準  
*4 

①  内外の見通しの確保 □ □ □ 左記の項目から以下の基準に適用するよ
うそれぞれ選択する 
 
ⅰ：○いずれか 2 項目以上 
 
ⅱ：○いずれか 2 項目以上 
 
ⅲ：○いずれか 3 項目以上 

 

②  自転車・バイクの制限 □ □ □  

③ 照度の確保 □ □ □  

④ 防犯カメラの設置 *2 □ □ □  

小計 2/4 2/4 3/4   

合計 15/32 17/32 23/32 ⅰ：47％    ⅱ：53％    ⅲ：71％  

*1 フラワー・グリーンライン：道路境界から、一定の距離までの敷地の部分（15cm程度）。美化活動のための空間。なお、壁面線等の後退については、地区計画によって定める。 

*2 「防犯カメラ運用規定」などが整備されていること。 

*3 共同で管理する内容については任意協定等を結ぶこと。 

*4 将来管理者との協議が優先する。 

*５ 500 ㎡未満の宅地開発事業でも、足立区防犯設計タウンの認定を申請する場合は本基準を準用する。 



 

 


